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－ 2015 年一般入学試験（後期募集）－  

 

試 験 科 目 ： 刑 事 訴 訟 法  (担 当  :  法 科 大 学 院  渡 辺 顗 修 )  

 

1 .  出題 趣旨  

次 の ３ 項 目 に つ い て 簡 潔 に 説 明 す る こ と を 求 め る も の で あ る 。 

（１ ）  通常 逮捕 か ら勾 留ま での 手 続の 概要  

（２ ）  公判 前整 理 手続 での 証拠 開 示の 構造  

（３ ）  ３１ ９条 の 趣旨  

い ず れ も 条 文 を 参 照 し な が ら ， 手 続 の 特 徴 点 ， 注 意 す べ き 点

な ど を 的 確 に 摘 示 で き る か を 問 う も の で あ る 。 法 科 大 学 院 終

了段 階で は，「被 疑者・被 告 人に 簡 単に 説明 で きる 程度 の暗 記

と説 明力 」 が求 めら れる 事 項で ある 。  

それ ぞれ 特 に次 の点 の記 述 が望 まし い。  

（１ ）  身 体 拘 束 の 時 点 か ら 検 察 官 に よ る 勾 留 請 求 ま で の 時

間 の 制 約 を 明 記 す る こ と 。 誰 が ， ど の よ う な 手 続 を ，

いつ おこ な うの か明 確に す るこ と。  

（２ ）  検 察 官 に よ る 請 求 証 拠 開 示 ， 被 告 側 の 類 型 証 拠 開 示 ，

被 告 側 の 主 張 関 連 証 拠 開 示 の 三 段 階 構 造 を 説 明 す る

こと 。  

（３ ）  １項 が自 白 の証 拠能 力に 関 する 規程 ，２ 項が 証 拠 能力

のあ る自 白 の証 明力 に関 す るい わゆ る補 強 法則（ ３１

８条 の自 由 心証 主義 に対 す る例 外）であ るこ と を 明示

し，自 白の 証 拠 能力 を虚 偽 排除 ，人 権 擁護 ，違法 排除

の観 点か ら 総合 的に 判断 す るこ と（判 例の 立 場 ）をひ

とこ と加 え るこ と 。補 強法 則 の 趣旨 は ，自 白 の 信用 性

を 担 保 で き る 証 拠 が 必 要 で あ る こ と （ 実 質 説 。 判 例 ）

を指 摘す る こと 。  

2 .  採点 実感  

○条 文を 写 した だけ の答 案 があ り物 足り な い。  

 ○ 条 文 に プ ラ ス ア ル フ ァ を 加 え る と き に も ， 思 い つ き の よ

う に 記 載 が な さ れ て い る も の が あ る 。 そ う で は な く ， な に が

大 切 な の か を 考 え て （ 例 え ば 被 疑 者 に は 何 を 伝 え る べ き と い

った 視点 ） 記述 して ほし い 。  

 

3 .  学習 方法  

本学 では ，刑 事 訴訟 法は 基 本概 念・基本 原則 を 条文 と判 例

に従 って 説 明で きる かを 問 うも のと して い る。渡辺 修『 基

本 講 義 ・ 刑 事 訴 訟 法 』（ 法 律 文 化 ） な ど 法 科 大 学 院 で 実 務

家 を 育 て る 観 点 で 書 か れ た 基 本 書 で 正 確 な 理 解 と 暗 記 を

する こと 。  


